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⼯事箇所

１．入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

⼊間川 釘無地区
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現在（R3.11）

釘無橋

掘削前（R2.9）

釘無橋

河道掘削イメージ

越
辺
川

⼊
間
川

約1〜3m

河道掘削・樹木伐採により、断面を確保し流れやすくす
ることで、洪水時の川の水位を低くします。

令和元年東⽇本台⾵⽔位 対策後⽔位

河道掘削・樹木伐採①

主要な地区を
掲載
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⼯事箇所

越辺川 紺屋地区 掘削前（R3.7）

現在（R3.11）

１．入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について
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約1.5〜2.5m

川側より順次施⼯予定

越
辺
川

令和元年東⽇本台⾵⽔位 対策後⽔位

河道掘削イメージ

河道掘削・樹木伐採により、断面を確保し流れやすくす
ることで、洪水時の川の水位を低くします。

河道掘削・樹木伐採②

主要な地区を
掲載
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整備前（R1.7）

１．入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

都幾川右岸 あずま町地区

⼯事箇所

5
現在（R3.11） 新東松⼭橋

整備前の堤防

暫定整備（R3.6実施）

都幾川

宅地

堤防整備イメージ

約1.6m

整備イメージ

堤防整備③

主要な地区を
掲載
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都幾川左岸 下⻘⿃地区

⼯事箇所
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堤防整備イメージ

都幾川 宅地
農地約1.6m

整備前（R2.12）

現在（R3.11）

整備イメージ

堤防整備③

主要な地区を
掲載

整備前の堤防
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説明会対象範囲

令和3年４⽉回覧資料を
更新したものです
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都幾川の堤防整備について（東武東上線〜唐⼦橋）

20m程度

約5m約1.5m
舗装 5m＋砂利 数m

堤防拡幅範囲 約30m

市
街
地

A-A
堤防防護
ライン

標準横断図

20m程度 堤防拡幅範囲 約25m

舗装 5m＋砂利 数m
約5m 約1.5m

農
地
・
県
道
側

B-B
堤防防護
ライン

都
幾
川

Ａ

Ａ

２．堤防の整備について

堤防整備に必要な範囲
堤防整備（⼯事中）
樋管（改築）
樋管（撤去）
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堤防整備に必要な範囲 堤防整備に必要な範囲

Ｂ

Ｂ

■現在の堤防を極⼒活⽤して川側に拡幅します。
■洪⽔を安全に流下させるため、現在の利⽤状況を踏まえつつ、川幅を広く

とる等により、家屋の浸⽔被害を軽減させつつ貯留機能を保全します。

※ R3.12.5時点版であり、今後の検討により変更となる可能性があります
標準的な堤防の断⾯であり、地形状況（地盤⾼）により堤防（盛⼟）の⾼さや幅は異なります

現在の堤防 現在の堤防
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都
幾
川

20m程度

約5m
約1.5m

舗装 5m＋砂利 数m

堤防拡幅範囲 約30m

市街地

A-A 堤防防護
ライン

Ａ

Ａ

堤防整備に必要な範囲

堤防整備（盛⼟）
堤防必要範囲

⽮来⾨樋
前吐樋管
（統合）

現在の堤防

※ R3.12.5時点版であり、今後の検討により変更となる可能性があります
標準的な堤防の断⾯であり、地形状況（地盤⾼）により堤防（盛⼟）の⾼さや幅は異なります

●堤防整備後も⽥畑等の使⽤やアクセスができるよう坂路などを整備します
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Ａ

Ａ

都
幾
川

20m程度

約5m
約1.5m

舗装 5m＋砂利 数m
堤防拡幅範囲 約30m

市街地

堤防防護
ライン

堤防整備必要な範囲

A-A

⼯事中

堤防整備（盛⼟）
堤防必要範囲

四反⽥樋管
（改築）

現在の堤防

※ R3.12.5時点版であり、今後の検討により変更となる可能性があります
標準的な堤防の断⾯であり、地形状況（地盤⾼）により堤防（盛⼟）の⾼さや幅は異なります

●堤防整備後も⽥畑等の使⽤やアクセスができるよう坂路などを整備します
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※これまで開催した説明会等の資料は荒川上流河川事務所
ＨＰに掲載していますのでご参照ください。

（ https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00891.html ）
本⽇の説明会資料も12/6（⽉）に掲載
予定です。

検
討
・
設
計

調
査
・
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⽤
地
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査
・
取
得

幅
杭
打
設

３．今後のスケジュールについて
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⽤地調査実施イメージ
（境界⽴会受付会場）

⼯事の早期着⼿・完成に向け、ご協⼒の程よろしくお願いいたします

野本地区区⻑会説明
（R3.4.3）

R1

R2

R3

R4

R5

R6

⼊間川流域緊急治⽔対策プロジェクト

野本地区堤防整備に
関する説明会

プロジェクトに関する
住⺠への説明会、
区⻑会への説明、
地域の皆様へのチラシ回覧

※

・堤防整備に必要となる箇所において⽤地調査を実施します。

・境界⽴会の依頼をさせていただく⼟地・物件を所有される⽅々には、
個別にご連絡させて頂きます。

・調査完了後、⽤地の取得に関するお願いに伺います。

野本地区住⺠会説明
（R2.11.29）

堤
防
整
備
⼯
事

・⽤地取得完了後、順次⼯事を実施します。


